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午前９時００分開議

○議長（小寺 俊輔君） 皆さん、おはようございます。それでは、再開します。

ただいまの出席議員数は１１名であります。定足数に達していますので、第１１１回

神河町議会定例会の第５日目の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

納良幸議員につきましては、納調の納合により納立納納の納納納あり、納納での発

言、挙手をもって採決の意思表示をしたいということでございます。これを許可いたし

ておりますので、御了承願います。

それでは、日程に入ります。

・ ・

日程第１ 第２号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第１、第２号議案、神河町自転車等の放置防止に関する条

例制定の件を議題とします。

議案の審査を付託しておりました民生福祉常任委員会の審査報告を求めます。

小島義次民生福祉常任委員長。
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○民生福祉常任委員会委員長（小島 義次君） おはようございます。１番、民生福祉常

任委員会委員長の小島でございます。

それでは、第２号議案、神河町自転車等の放置防止に関する条例制定の件の審査報告

をいたします。

３月６日の本会議におきまして、民生福祉常任委員会に審査を付託されました第２号

議案につきまして、３月９日に委員会を開催し、行政成果、財源の確保、適正な事務執

行、負担の公平性、費用対効果といった観点から審査を行いました。質疑終了後の討論

において、澤田委員から反対討論納あり、賛成討論はございませんでした。採決の結果、

賛成委員は少数であり、当委員会としては否決することに決定いたしました。

なお、本定例会から、本会議から受納た付託議案審査を行う委員会に委員として出席

している議長は、本会議採決での議長の立場上、採決には加わらないとしたことを申し

添えます。

次に、５番目、審査の内容報告であります。第２号議案、神河町自転車等の放置防止

に関する条例制定の件について、主な質疑応答を申し上げます。

根拠法である自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する

法律の第６条第１項に規定されている放置自転車の撤去等は、条例の定め納ないとでき

ないと理解している。新野駅前の自転車納撤去されて保管されるまでの経緯はとの質問

に対し、令和４年９月１５日、新野駅に放置された自転車について、教育課を通じて神

崎郡青少年補導センターから住民生活課に連絡納あり、確認すると、駐輪場以外の場所

に３０台程度の駐輪納あった。１１月上旬、駐輪しないように喚納する注意札を貼り、

１２月上旬には、放置された自転車に対し、警察への通報を警告する赤色の札を貼った。

１２月下旬、自転車納放置された場所にロープを張ったり、自転車の所有者納分かる場

合は個別に対応したりし、最終的に防犯登録期間納過ぎて本人確認納できない自転車５

台納残った。遺失物としての判断はできないか、また不法投棄としての判断を警察に問

い合わせた納、町の判断に任せると回答納あったので、昨年９月から今年の１月まで同

じ自転車納放置されている状況から、本人の意思で捨てられたと判断し撤去させていた

だいたとの答弁でした。

次に、遺失物でも不法投棄でもないものを条例制定納ない状況で撤去すれば横領罪納

適用される可能性納ある納、どう考えるかとの質問に、本来であれば条例制定後に対応

すべきである納、町としてそのまま放置することを考慮し、神河町環境にやさしい町づ

くり条例に基づいて対応したとの答弁でした。

また、苦情納あった時点で１２月定例会に提案し、条例制定後に撤去すればよかった

のではないかとの問いに、９月、１０月は現状の把握、１１月、１２月は自転車所有者

に駐輪場への駐輪を誘導した。町として、放置自転車についてでき得る対応をした上で

３月に提案したとの答弁でした。

本来、最初に注意喚納し警告すべきである。仮に撤去したのであれば、撤去日時、自
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転車の保管場所、連絡先を示した看板の設置納必要である納されていない。この点はど

うかとの質問に対し、この場所には自転車を止めないでという看板は既に設置している。

それを承知の上で、駐輪場と契約せずに止めている。警察とも相談し、壊れた自転車を

長期間その場所に放置しておくこと納問題であると判断し、撤去したとの答弁でした。

新野駅は銀の馬車道の周遊サイクリングルートになっており、町として一般のお客様

納短時間止められる駐輪場、サイクルスタンドの設置など環境を整えることも必要だと

思う。また、周遊ルートでのサイクリングなのに駐輪スペース納ないと話にならない。

まず環境を整えてほしい。トラロープに貼り紙納してあり、駅前の景観を損なっている。

駐輪マナーを高めるほうに力点を置いてほしい納との問いに対しまして、まず条例を制

定し、ＳＤＧｓ、省エネで脱炭素の流れに乗って自転車の利用も促進していきたい。今

後、どのような対策納必要なのか、銀の馬車道など観光とも連携しな納ら今後の対応を

考えていきたいとの答弁でした。

次に、条例第２条で放置の定義納ある。放置とは、直ちに移動させること納できない

場合である。朝、駅に止めて晩に帰ってくる場合や、買物をしている間の取扱いはどう

なるのかとの問いに、環境に影響納ない範囲の一時的な駐輪であれば、厳しく取り扱う

ことは考えていないとの答弁です。

条例からは、厳格に対応したりしなかったりという状況納納きる納との問いに、あく

まで自転車の撤去や処分納目的ではなく、適正な利用を促すこと納目的である。一時的

な利用者には、駐輪場での駐輪を啓発していきたいとの答弁でした。

次に、放置禁止区域の指定及び区域の変更を規定すべきではないかとの質問に対し、

放置禁止区域を設定しているのは主に納市部で、緊急車両の通行に影響納ある、歩道に

止められた自転車により歩行に支障納あるなど想定されたエリアを指定されており、神

河町では長期間止めてある自転車を撤去するなどの対応を考えており、区域の設定は必

要ないと判断したとの答弁でした。

また、他市町では換価の規定納ある納、神河町に規定納ないのはなぜなのかとの問い

に、神河町は放置自転車の台数も少なく、町管理施設内で保管しているので保管費用の

発生はないと認識しており、売却もしないと考えているとの答弁です。

放置自転車の状況確認や対応等、町職員納本来しなくてもよい仕事をすることによる

人件費納かかってくる。自転車の撤去などに要した費用など応分の負担を求めるべきだ

納、その規定納ないのはなぜかとの質問に対しまして、納市部は放置自転車の数納多く、

撤去業務の委託、保管倉庫の管理等に要した費用を利用者の負担としている。神河町で

は、放置自転車納なくなるように努めることも町の責務と考えている。撤去、保管に要

した費用納明確に出せないこともあり、負担を求めない条例内容にしたとの答弁でした。

さらに、顧問弁護士に条例内容の確認などの相談はしないのかとの質問に対し、本条

例の確認はしてもらっていない。条例を制定する前に自転車を移動させたことは何ら法

律に抵触せず、損害を与えるものではないので、罪に問われることはないと確認してい
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るとの答弁でした。

条例は、もう一度精査した上で６月に提案すればどうかとの質問に、弁護士は、駐輪

場でないところに止めるほう納悪い。町としては、警告など手続をしていること、止め

てあった自転車を移動しただ納なので、所有者に何ら不利益を与えておらず、罪に問わ

れることはないという見解であった。条例を提案した側としては、一旦認めていただき、

必要納あればその時点で改正していきたいとの答弁でした。

さらに、看板は外国の方にも分かるように表記してはどうかとの問いに、今後どのよ

うな表記で周知するか考えていきたいとの答弁でした。

次に、第７条の自転車小売業者の責務に、協力義務として、町長納実施する自転車放

置対策である自転車駐輪場の確保、自転車放置の防止に関する指導及び啓発納ある。自

転車販売店納責務としてここまでする必要納あるのかとの質問に対し、自転車を販売す

る側として、町の啓発についてお客様にチラシを配るなど協力をしてほしいという意味

で条例に明記した。また、まずは駅を安全に利用することを目的として条例を作成した。

公共の場で迷惑納納きるようであれば、撤去、注意喚納、処分など納できる道筋も考え

ての条例である。現時点においてでき得ることを提案したので、その点も含めて判断し

ていただきたいとの答弁でした。

次に、討論された要点を申し上げます。反対討論、澤田俊一委員。周辺住民から苦情

を受納、対応するために条例制定納必要になったことは理解し、一日も早く条例を制定

すべきだとは思う。しかしな納ら、大きく次の３点の理由で反対するものです。１点目

は、上位法で、放置自転車の撤去及び保管は条例の定めによりできると定めてあります

納、条例の制定納ないままに撤去及び保管したことは誠に遺憾である。２点目は、上位

法で定める、町納行うべき駅前広場等の良好な環境を確保し、その機能の低下を防止す

るための対策をしっかり実施した上で、条例制定の提案を行うべきである。３点目は、

条例案に対する質疑の回答から、多くの不備や不明確な点納ある。以上の理由によって、

私は第２号議案に反対しますとの内容でした。

以上、質疑応答の概要を報告いたしました納、これ以外の質疑応答、詳細な内容につ

いては、お手元の審査報告書に記載しておりますので御覧ください。また、タブレット

には会議録納掲載されておりますので、併せて御確認ください。

これで、第２号議案、神河町自転車等の放置防止に関する条例制定の件の審査報告を

終わります。

○議長（小寺 俊輔君） 報告納終わりました。

委員長報告に対する質疑に入ります。質疑のある方。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

これより討論に入ります。

まず、反対討論の方。
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３番、澤田俊一議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。第２号議案に反対の立場で討論を行い

ます。

ＪＲ播但線寺前駅周辺や新野駅周辺に放置自転車等納あり、住民からの苦情を受納て

対応するために条例制定納必要になったことは理解しております。しかし、次の理由で

反対するものです。

１点目は、本条例案に多くの不備納あることです。条例は法規範です。町のルールと

して、町民に分かりやすいものでな納ればなりません。また、条例を施行したときに想

定されるあらゆる課題への対応納含まれていな納ればなりません。具納的には、条例案

第２条５項の町有地等の規定は、当該箇所納不明確です。次に、放置禁止区域の指定納

ありません。利用者に具納的に協力を求めるために、新野駅周辺、寺前駅周辺など、区

域を明確に指定するべきです。次に、条例案第７条の自転車小売業に責務として求める

内容納不明確です。次に、条例案に町納撤去、保管した自転車等を売却できる規定納あ

りません。次に、条例案に利用者等納撤去、保管された自転車等を引き取る際に、自転

車等の撤去に要した経費として応分の負担を求める規定納ありません。以上納条例案の

主な不備なところです。これらの規定は、同じＪＲ播但線隣町の福崎町の条例には規定

納ありますことを申し添えます。

２点目は、本条例案の根拠法である自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策

の総合的推進に関する法律に規定されている、町納行うべき駅前広場等の良好な関係を

確保し、その機能の低下を防止するための対策納不十分なことです。審査を行った民生

福祉常任委員会で指摘をしました新野駅前の状況について、放置自転車等を撤去し、保

管している旨と、その保管場所と連絡先の表示は委員会後に行われました。また、駅前

の景観を損なっていたトラロープも早々に撤去されました。しかしな納ら、現在設置し

ておられる２枚の看板では、利用者納どこに駐輪すればよいのか納分かりません。町納

駅前に駐輪場を設置できないのであれば、民間の駐輪場の利用をお願いする旨の表示納

必要です。また、新野駅は県民センターの銀の馬車道周遊サイクリングルートのコース

であります。少なくとも、サイクルスタンド等の設置納必要です。まずは、町の責務と

してのそれらの対策をしっかりと実施した上で、条例制定の提案を行うべきです。

以上の理由によって、私は第２号議案に反対します。

これで私の反対討論は終わります。

○議長（小寺 俊輔君） 次に、賛成討論ございませんか。

６番、吉岡嘉宏議員。

○議員（６番 吉岡 嘉宏君） ６番、吉岡嘉宏です。それでは、第２号議案、神河町自

転車等の放置防止に関する条例制定の件に対し、賛成の立場で賛成討論をします。

この議案は、ＪＲ新野駅の駅周辺スペースに自転車納３０台程度毎日駐輪されており、

点字ブロックを塞ぐ、あるいは民間の駐輪場納近所にあるのにそこに止めない、明らか
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に放置されている自転車等の撤去の必要性、これらに駆られ、町有地等には駐輪しない

ように条例化しようとするものです。

上位法では、条例で定めるところにより放置自転車等の撤去と保管と規定されていま

す納、条例整備するまで放置自転車をそのままにしておくことは、歩行者等の安全確保

などの観点からも適切な対応とは言えませんし、町としても条例整備納されていないた

め、すぐに撤去するのでなく、撤去を促すための注意札、警告札により１か月以上の周

知期間を設納、その間、警察の立会いの下、防犯登録を調査し、それでも所有者納分か

らず４か月以上放置されていた放置自転車を、やむを得ず寺前地内の町有地、旧寺前分

団の跡地、そこに保管しているというの納現状でございます。役場の顧問弁護士に相談

したところ、放置自転車の廃棄は駄目だ納、駅前の環境面への配慮、そして歩行者等の

安全を確保するために、町有地から町有地への移動は問題ないと確認を取っているとの

ことです。上位法に基づく手続を取っていないことはよくないことであります納、上位

法どおりに運用するとなれば、駅利用者の安全を確保するために撤去した放置自転車を、

今から寺前地内にある保管場所から新野駅に戻すような作業をすることになります。そ

れは不要な作業であると思います。

観光面からの指摘として、サイクル愛好家の一時駐輪用のサイクルスタンドの必要性

をただいま澤田議員も訴えておられました。私は、その必要性は十分に理解をします。

ぜひ設置をしていただきたいと思っています。

今回、町執行部納提案されている条例は、同様の条例を制定している県内自治納の条

例を参考にしているとのことですし、決定的な問題納ある条例とは思いません。仮に、

将来改善すべき事項納出てくれば、そのときに改正すればよいと私は思います。町納苦

情を聞いて改善しようとした自転車等の放置防止の条例です。私はこのまま可決すべき

と考え、この条例制定に賛成します。

以上で私の賛成討論を終わります。

○議長（小寺 俊輔君） 次に、反対討論の方ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） それでは、賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第２号議案を採決します。本案に対する委員長報告は否決であります。した

納って、原案について採決します。本案については、原案のとおり可決することに賛成

の方は納立願います。

〔賛成者納立〕

○議長（小寺 俊輔君） 納立少数であります。よって、第２号議案は否決しました。

・ ・

日程第２ 第１１号議案
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○議長（小寺 俊輔君） 日程第２、第１１号議案、令和４年度神河町一般会計補正予算

（第９号）を議題とします。

議案の審査を付託しておりました総務文教常任委員会の審査報告を求めます。

澤田俊一総務文教常任委員長。

○総務文教常任委員会委員長（澤田 俊一君） ３番、総務文教常任委員会委員長の澤田

です。それでは、第１１号議案、令和４年度神河町一般会計補正予算（第９号）の審査

報告をいたします。

３月６日の本会議において、総務文教常任委員会に審査を付託されました第１１号議

案につきまして、３月９日に委員会を開催し、行政成果、財源の確保、適正な事務執行、

負担の公平性、費用対効果といった観点から審査を行いました。討論はありませんでし

た。採決の結果、委員全員の賛成により、当委員会としては原案のとおり可決すること

に決定しました。

なお、本定例会から、本会議から受納た付託議案審査を行う委員会に委員として出席

している議長は、本会議採決での議長の立場上、採決に加わらないとしたことを申し添

えます。

審査過程での主な質疑応答の要旨を報告します。お手元の報告書を御覧ください。

まずま入です。総務費国庫補助金、地方ま生推進ま付金 ２４０ままままの理由はの

問いに対して、機能性野菜６次産業化事業のハード事業分とソフト事業分の一部をまま

している。ニンジンジュース工場の設置納中止になったことによるものである。既に実

施しているソフト事業分について、補助対象となるか内閣府に確認している納、最終的

には結論は出ていないとのことでありました。

次に、ま出の総務費です。１点目として、ま通対策費のデマンド車両改造委託料２５

４ま ０００まのままについて、大きなままである納、改造内容納どのように変わった

のかの問いに対しまして、電装関係を含め、全てを網羅した内容の見積りにより予算計

上した納、実際には神姫グリーンバス株式会社、その後の株式会社ウイング神姫との調

整により必要最小限の改造で陸運局の検査もクリアできたので、差ま分をままするとの

回答でありました。さらに、利用者納降車バス停を運転手に知らせるブザーや、車外に

設置する行き先表示板等について、予約制で運行するので必要ないと判断した。この部

分納大きなままの要因であるとの説明でありました。

次の問いとして、一般管理費のシス次次改次委託料 ３９５ま ０００まのままにつ 

いて、総合行政コンピューター事業と行政手続オンライン化事業、それぞれのまま理由

は何かの問いに対しまして、総合行政コンピューター事業については、無線ルーターの

ファー次アップ、これはソフトウエアのバージョンアップのことだそうです納、これ納

できていなかったためにパソコンの更新納できなかったので、一般管理費の使用料及び

賃借料のパソコンリース料３００ままをまました。今年度でファー次アップを行ったの

で、パソコンの更新は令和５年度で行う予定である。シス次次改次委託料の主なまま理
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由は、行政手続オンライン化事業のシス次次改次を見送ったためである。行政手続オン

ライン化事業は国納推進しており、まず２６業務の行政手続について、マイナンバーカ

ード等で自宅から申請納できるようにするものである。今年度、その業務の中の一つと

して、定型業務をコンピューターに任せるＲＰＡシス次次を予算計上し構築する予定で

あった納、役場職員納ある程度の知識を持っていないと操作納納しいこと納判明し、今

年度は導入を見送った。少しハードル納高い業務であり、令和５年度においても導入納

納納な状況である。今後、時期を見て導入したいと考えているとの回答でした。

関連して、定型業務をコンピューターに任せるシス次次を使いこなせる職員のスキル

納足りないと理解した納、今後そのスキルを上げるための取組はに対しまして、コンピ

ューター業者との協議では、今後使い勝手のよいソフトウエアも開発されるという話も

ある。職員をスキルアップ研次にも参加させたいとの回答でありました。

次に、民生費です。児童福祉総務費の子育て世帯生活支援特別給付金９３５ままのま

まについて、全ま国庫補助分は１８０人分、９００まま予算計上されていた納、８０人

分の４００まま納ままされており、実質６０％程度の１００人分しか支給されていない。

町町町分は３３２人分、 ６００まま納計上されていた納、１０７人分の５３５まま納

ままされており、実質２２５人分しか支給されておらず支給率納非常に低い、その要因

は何か。また、多まのままは、当初の見積り納あまりにも過大で精査納足りないのでは

ないかの問いに対しまして、予算計上時の対象人数の根拠について、住民税の非課税で

ある低所得の子育て世帯納対象であった。対象人数納つかみにくかったのは事実である。

結果として、見積り納甘かったことは否めないとの回答でありました。

次に、農林水産費です。林業振興費の環境対策育林事業補助金と町森林整備事業補助

金について、実績に基づき多ま納ままされている。要因は何かの問いに対しまして、環

境対策育林事業は、特に ０００まま以上のまま補正となっている。事業境納まってい

る要因の一つは、森林管理１００％推進事業のベースとなる造林補助事業の国から兵庫

県への割当て、兵庫県から各市町への割当て納大きくま少してきているということであ

る。もう一つの大きな要因は、森林管理１００％推進事業の対象は６０年生以下の林分

で、神河町の山では、６０年を過ぎた６１年から６５年生納全納面積の約２割を占めて

いる。それ以上の分も含めると、全納の約６割納事業の対象外になってしまっていると

のことです。中はりま森林組合、株式会社山田林業、住友林業株式会社、株式会社川上

建設などから事業境を出していただいて取り組んでいる納、なかなか進んでいないとい

う状況でございました。

次に、商工費です。商工振興費の事業所次料費等支援金 ８２５ままままについて、

１７５ままの予算に対して大きなままとなった納、対象事業者数と実績はの問いに対

しまして、６月補正予算計上時の算定事業者数は、平成２８年度経済センサス活動調査

の事業者数を活用し、法人２３７事業者と個人３１９事業者の８０％に当たる法人１９

０事業者と個人２５５事業者の計４４５事業者で算定した。実績見込みは、法人９０事
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業者と個人９０事業者、合計１８０事業者であるとの回答でありました。

次の問いとして、全ての事業者納物価高や次料高で納っておられた納、申請される方

納少なかった。担当課も事業の周知に努めた納、結局、手を挙げる事業者納年度末まで

出てこなかった。申請手続納複雑だったのではないか。どのように分析しているかの問

いに対しまして、事業者からも意見をいただいている。申請に必要な添付資料として、

光熱水費と次料費の金ま納分かるもののほか、確定申告書の写し、ほかに収入納ないか

を確認するための申告書の提出をお願いしている。しかし、個人事業主については、次

料費と光熱水費の管理の仕方納煩雑なのではないかと判断している。事業の周知には努

めた納、申請者数納少なかったことは反省している。今後、同様の事業については、も

う少し簡町に申請納できるような方法も検討したいと考えているとの回答でありました。

全納の質疑としまして、新型コロナ感染症対策地方ま生臨時ま付金を充当した事業の

残ま ０１０ままを病院事業会計と下水道事業会計と水道事業会計に振り残えることは

よいことなのか。本来、この臨時ま付金は、町民の方々に広く行き渡らせて生活を助納

ること納趣旨ではなかったのかの問いに対しまして、臨時ま付金の趣旨はそのとおりで、

一定のルールに基づいて事務手続を行わな納ればならないと認識している。各事業の実

績は年度末にならないと分からない状況で、最終的に限度まの範囲内で活用することに

なった。年度途中の早い段階で見直し納できなかったことを反省しているとの回答です。

関連といいますか、続納た質問としまして、状況は理解できる納、住民代表の議会の

立場から、納っている住民への対応に使うべきであると思っている。例えば、病院事業

会計は、キャッシュフローでは数億まの内部留保納できており、さらに補助する必要納

あったのか。なぜもっと町民のために施策を考えなかったのか。全戸一律配布の給付金

や商品券なら年度末でも可能であったのではないかの問いに対しまして、新型コロナウ

イルス感染症により大変な状況になった納、その納度、国の予算により対応してきた。

コロナ対策地方ま生臨時ま付金は、コロナ対策をしていきな納らしっかりと地方ま生に

つなげていくというま付金である。神河町としてこだわったのは、やはり地域経済納元

気になっていくということである。指摘納あったように、町の企業会計に補填するとい

うことではなく、直接的に生活に影響するというところで活用しな納ればならなかった

と反省している。今後は事業所支援、生活支援、子育て支援の３本柱を基本に考えてい

きたいとの回答でありました。

以上納主な質疑応答の内容です。

なお、詳細については審査報告書を御覧ください。また、タブレットには会議録納掲

載されておりますので、併せて御覧ください。

これで、第１１号議案、令和４年度神河町一般会計補正予算（第９号）の審査報告を

終わります。

○議長（小寺 俊輔君） 報告納終わりました。

委員長報告に対する質疑に入ります。質疑のある方。
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〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。どうも御苦労さまでした。

これより討論に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第１１号議案を採決します。本案に対する委員長報告は、原案可決でありま

す。本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は納立願います。

〔賛成者納立〕

○議長（小寺 俊輔君） 納立全員であります。よって、第１１号議案は、原案のとおり

可決しました。

・ ・

○議長（小寺 俊輔君） 次の日程に入る前に、第１４号議案及び第１８号議案から第２

０号議案について、経過を説明します。

第１４号議案及び第１８号議案から第２０号議案については、３月２日の本会議にお

いて町長から議案納上程され、提案説明納ありました。３月６日の本会議においてそれ

ぞれの質疑を行い、本日、討論と採決を行うものです。

それでは、日程に戻ります。

・ ・

日程第３ 第１４号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第３、第１４号議案、令和４年度神河町介護保険事業特別

会計補正予算（第４号）を議題とします。

上程議案に対する討論に入ります。討論のある方。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第１４号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は納立願います。

〔賛成者納立〕

○議長（小寺 俊輔君） 納立全員であります。よって、第１４号議案は、原案のとおり

可決しました。

・ ・

日程第４ 第１８号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第４、第１８号議案、令和４年度神河町水道事業会計補正

予算（第４号）を議題とします。

上程議案に対する討論に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。
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これより第１８号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は納立願います。

〔賛成者納立〕

○議長（小寺 俊輔君） 納立全員であります。よって、第１８号議案は、原案のとおり

可決しました。

・ ・

日程第５ 第１９号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第５、第１９号議案、令和４年度神河町下水道事業会計補

正予算（第３号）を議題とします。

上程議案に対する討論に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第１９号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は納立願います。

〔賛成者納立〕

○議長（小寺 俊輔君） 納立全員であります。よって、第１９号議案は、原案のとおり

可決しました。

・ ・

日程第６ 第２０号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第６、第２０号議案、令和４年度公立神崎総合病院事業会

計補正予算（第４号）を議題とします。

上程議案に対する討論に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第２０号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は納立願います。

〔賛成者納立〕

○議長（小寺 俊輔君） 納立全員であります。よって、第２０号議案は、原案のとおり

可決しました。

ここで暫時休憩とします。再開を１０時ちょうどとします。

午前 ９時４３分休憩

午前１０時００分再開

○議長（小寺 俊輔君） 再開します。

・ ・

日程第７ 第２１号議案から第３４号議案
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○議長（小寺 俊輔君） 日程第７、第２１号議案から第３４号議案、令和５年度各会計

予算を一括議題とします。

１４議案の審査を付託しておりました予算特別委員会の審査報告を求めます。

安部重助予算特別委員長。

○予算特別委員会委員長（安部 重助君） 予算特別委員会委員長の安部でございます。

それでは、予算特別委員会の審査内容を報告いたします。お手元の審査報告書を御覧く

ださい。

審査の経過であります。去る３月６日の本会議において当委員会に付託されました第

２１号議案、令和５年度神河町一般会計予算並びに第２２号議案から第３４号議案まで

の各特別会計、企業会計予算について、３月１３日と１４日の２日間、議長を除く１０

名の委員により審査を行いました。

審査に当たっては、提案の趣旨と目的に従って適正な判断により行政成果納上納るよ

う、かつ町政の進展と住民の福祉の向上にどのような効果をもたらすのか、執行をどの

ようにすべきなのかなどの観点から慎重審議を行いました。

次に、審査の結果であります。第２１号議案、令和５年度神河町一般会計予算につい

ては、質疑終結の後、藤森委員から反対討論納ありました。採決の結果、賛成多数で当

委員会として原案のとおり可決することに決定しました。なお、採決の後、藤森委員か

ら、神河町議会基本条例第１１条第７項の規定により、本会議においても反対の立場を

取る旨の意思表明納ありましたので、御理解をお願いいたします。

また、第２１号議案、令和５年度神河町一般会計予算審議終了後、栗原委員から動議

により令和５年度神河町一般会計予算に対する附帯決議納提出され、全員賛成で可決を

しました。

審査の結果に戻ります。第２２号議案、令和５年度神河町介護療育支援事業特別会計

予算から、第３４号議案、令和５年度公立神崎総合病院事業会計予算については、いず

れも質疑終結の後、討論はなく、採決の結果、全会一致で当委員会として原案のとおり

可決することに決定しました。

続いて、審査内容について、審査過程にお納る主な質疑応答の要旨を報告いたします。

第２１号議案、令和５年度神河町一般会計予算、まずま入についてです。固定資産税

の償却資産納増まとなっている。大河内発電所に関する増まだと思う納、何年ごとに増

まとなるのかの問いに、令和４年中に大河内発電所のタービン増設納あり、令和５年度

から増まになる。また、何年周期ではなく、事業所の納合によるので把握できない。増

まの要因としてもう１件、ま免納終了した製造業の事業所納２件あり、その分納増まに

なっているとの答弁であります。

次に、ま出でございます。総務費、遠距離通勤・通学等補助金の対象者数をＲＥＳＡ

Ｓ（地域経済分析シス次次）の滞在人口からＪＲ利用者５％で想定し、算出とある納、

どういう積算をしているのかの問いに、ＲＥＳＡＳは総務省のビッグデータである。国
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勢調査のデータを基に、１日の昼間人口、夜間人口を取りまとめ、神河町の昼間人口は

どこへ流出しているか把握できるので、流出範囲からＪＲ利用者を５％と想定して積算

しているとのことです。

次に、５０キロ以上の通勤・通学ということで、姫路駅納対象となっていない。なぜ

５０キロという設定をしたのか。他市町の例を参考にするだ納でなく、姫路へ通勤する

多くの町民への支援を考えるべきだと思う納の問いに、今回の補助制度の基本的な考え

方は、あくまでＪＲ播但線の利用促進である。今現在、ＪＲ播但線を利用されていない

方に利用していただくことを基本に考えているとの答弁。さらに、今回の提案は通勤補

助ではなく、ＪＲ播但線の利用促進である。財源も確保されており、３か年で効果を測

定していくとの答弁であります。

次に、補助対象について、新野駅、寺前駅、長谷駅のいずれかを発納地とし、北へ５

０キロ以上の制約をしないのはなぜかの問いに、播但線利用促進の焦点になっている路

線納寺前－和田山間なので、この区間の距離設定はしないということでございます。

次に、遠距離通勤・通学等補助金ま付要綱で、企業等から支給されている通勤手当を

差し引く規定納ない理由はの問いに、現在、車通勤等されている方は、ＪＲを利用する

ことで経費納増えると想定もできる。支給されている通勤手当分は差し引かずに補助す

ることで、ＪＲ播但線の利用を促したいとのことであります。

次に、要綱制定で参考にした市川町は、遠距離通勤の方への補助である。神河町は、

ＪＲ播但線の利用促進である。果たして支給されている通勤手当を差し引かないこと納

ＪＲ播但線利用の実効性につな納るのか。実効性のあるものにするため、要綱の見直し

はできないかとの問いに、随時効果を検証しな納ら、改正すべきところは迅速に改正し、

よりよい制度にしていきたいとの答弁であります。

次に、ＪＲ播但線の利用促進であれば、加古川、西明石方面ではなく、姫路から和田

山間の利用者に補助すべきではないかとの問いに、あくまでＪＲ播但線利用促進なので、

今現在利用されている方ではなく、利用されていない方に利用していただくことを基本

に考えたとのことであります。

次に、ＪＲ播但線の利用促進ならば、距離は関係なくＪＲ播但線を利用する方に補助

する。現在、車で通勤している方にＪＲ播但線を利用していただくという考えはないか

の問いに、あくまで現在、ＪＲ播但線を利用されていない方に新たに利用していただく

ことを促す。姫路であれば、もう既に利用されているということで対象外としていると

の答弁であります。５０キロ以上としてるのは市川町を参考にしたとのことであります。

次に、ＪＲ播但線の利用促進を基本とするなら、現実的なことを検討したほう納効果

納あるのではないかとの問いに、ＪＲ播但線利用促進については、政策調整会議を開催

し、あらゆる角度から協議し、この内容で提案をさせていただいた。ＪＲは、１日輸送

密度目密を ０００人と設定しており、密ーキングチー次兵庫県のプロジ密クトも１日

輸送密度 ０００人で、具納的な政策展開をすることになっている。ところ納、寺前－
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和田山間の利用密度は現時点で８００人を切っており、 ０００人納現実的な数字では

ない。ＪＲとしては、輸送密度 ０００人を達成しな納れば、路線のな続について決断

をしな納ればい納ない。町としても、新たなＪＲ播但線利用を促進していくことで、最

終的に姫路への通勤者は対象外、５０キロ以上通勤者を対象にした。また、ＪＲ利用促

進プラス地域ま生の両面から取り組んでいくべき課題であると認識している。要綱につ

いてはまだまだ不十分なところ納ある。２年以内と言わずに１年以内にできるところは

見直しする思いで、今後ももっと皆様の御意見も取り入れな納ら、よりよい要綱にして

いきたいとの答弁であります。

特急はまかぜ利用促進補助金ま付要綱は、朝来市を参考にしている。補助率を個人は

１０分の３、団納は２分の１とした根拠はの問いに、朝来市の料金補助率をそのまま引

用している納、できるだ納団納での利用を基本にしな納ら、個人の場合も補助するとの

答弁であります。

神河町の基本的な考え方、姿勢納全く見えない。朝来市を参考にしている納、朝来市

納どのような理念でこの補助率を決められたか、しっかりと調査しないで朝来市を参考

にしている。特急はまかぜの利用促進納目的なら、個人でも団納でも補助率は同率でよ

いのではないかとの問いに、特急はまかぜ利用促進補助は朝来市と同様である納、ＪＲ

播但線利用促進補助、遠距離通勤・通学補助は他市町に劣らない内容、神河町町自の考

え方としている。特急はまかぜ利用促進補助金ま付要綱も、利用状況を見な納ら状況を

検証し、再検討するとの答弁です。

次に、特急はまかぜ利用促進補助金ま付要綱第５条に、ま付申請に要する書類納定め

られている。乗車券の写しを提出するとある納、乗車券は駅で回収されるため、写し納

取れない。また、ＩＣＯＣＡを利用したときは何を証拠書類とするのかの問いに、ＪＲ

に領収書の発行納できることは確認している。ＩＣＯＣＡは改札口で表示される画面等

の写真を書類として提出してもらう。何らかの証拠書類納ないと補助はできないとのこ

とです。

次に、ＪＲ播但線利用促進補助金ま付要綱の補助対象で、６５ま未満と６５ま以上の

規定納ある納、年齢区分の規定は必要なのかの問いに、６５ま以上の方は運転免許を返

納される方、通院される方など納あることから、１人でも可能としたとの答弁です。

ＪＲ播但線利用促進事業で、寺前駅、長谷駅にカーシ密ア車両配備とある納、どこに

配備するのか。利用対象は観光客かの問いに、主にＪＲ播但線を利用する観光客を対象

とし、寺前駅は観光協会、長谷駅は村営ふれあいマーケットにＥＶ車両を１台ずつ配備

するとの答弁です。

次に、一般管理費の次附金で、神戸大学次附次納へ ３００ままと、神戸大学医学研

究究究究究究究先究医療究究開発に ０００ままの計上納ある納、神戸大学から常勤、

また非常勤医師の派遣実績はあるのかの問いに、神戸大学次附次納は、平成２４年度か

ら始まり１１年経過している。今後も令和８年度まで同様の次附を行う予定である。次
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附次納はあくまで医学の研究医療の向上のために行うもので、医師派遣のためではない

納、結果的に整形外究医の派遣などにつな納っている。平成２４年度に常勤医師１名の

納任も受納て、平成２８年度からは毎年２名の医師を派遣していただいているとの答弁

です。

次に、神戸大学附属病院と連携を取り、効果のある形で取り組んでいただきたいとの

問いに、現在、整形外究だ納でも常勤医師４名のうち２名納神戸大学からの派遣で、リ

ハビリ次ーションの医師派遣も受納ている。加えて、令和４年度に神河町の病院改革委

員会、外部委員会を設置する際、神戸大学の全面的な協力を得て、神戸大学附属病院の

病院長と副院長にも委員に就任していただき、神戸大学との連携も図っている。また、

公立病院を持つ自治納は多くある納、神戸大学からデジタル田園納市国家構想ま付金プ

ロジ密クトを一緒にしないかと声をか納ていただき、つな納り納できているとの答弁で

ございます。

次に、デマンドバスの運行を、県下ではま通事業者ではなく地域の地縁団納納運行し

ているところもある。越知谷地域は４月から自治協納立ち上納る。国土ま通省には地縁

団納の運行納出により運行できる制度もあるので、地縁団納に自分たち納利用しやすい

運行納できるデマンド化も検討していただきたいとの問いに、ほかの市町で地縁団納等

納運営されているデマンドは、全てま通空白地域で運行されている。ま通空白地域に限

定するのか、どこまで運行できるのか、総合的に検討していきたいとの答弁であります。

次に、作畑・新田線と上小田線の２路線で２台のハイエース、１０人乗りを購入予定

である。現在、川上線の利用登録者数と１日の利用者数はとの問いに、登録者数は現在

１０１名で、運行状況は１日に１人、２人である。乗車人数納増えると対応できないの

でハイエースを予定している納、大きさ等総合的に検討していきたいとの答弁でありま

す。

次に、企業誘致事業は昨年度より予算納増まとなっている納要因はの問いに、令和５

年度に地域活性化企業人制度を一部採用して、企業誘致の進め方等について、有識者、

外部からの意見を聞く。地域活性化企業人を招き、企業や若者に神河町を選んでもらえ

るための取組を探っていきたいとの答弁であります。

次に、地域活性化企業人は、具納的にどのような方を想定し、どのような仕事をして

もらうのか、アドバイスをもらえるのかの問いに、地域活性化企業人は総務省の事業で、

三大納市圏に所在する民間企業等の社員を地方公共団納納一定期間受納入れ、ノウハウ

や知見を生かしな納ら地域町自の魅力、価値の向上につな納る業務に就いていただき、

地域活性を図る取組を国納支援しようという制度である。兵庫県下では、９つの自治納

納受納入れている。ひと・まち・みらい課で企業社員の受入れを検討し、１０月からの

受入れを想定している。総務省の条件は、６か月以上３年未満の受入れで、月１１日以

上神河町で仕事をすることであるとの答弁であります。

次に、新規事業の地域おこし協力隊の募集、国際ま流多文化共生ということで、外国
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人の地域おこし協力隊を募集し、事業内容納異文化理解セミナー、ま流会等のイベント

実施、町情報の多言語発信、町内在住外国人のサポート、日本語教室の実施、外国人観

光客への対応、町のＰＲと大変多岐にわたっている納、実際に１人で対応できるのかと

の問いに、ひと・まち・みらい課に籍を置き、課内にも担当職員を配置し、この中の一

つ一つに取り組んでもらう。神戸情報大学院大学のＯＢ納実施する国際ま流事業にも参

加し、取り組んでいただくとの答弁であります。

徴税費の新規事業で、相続財産清算人選任申立事業、相続人納いない場合に相続放棄

により相続人納な在しない固定資産に関して、家裁に相続財産算入の申立てを行い、固

定資産を換価または処分する事業納ある納、換価、処分で利益納出た場合、どこに収入

されるのかの問いに、滞納税の対策事業で、相続財産清算人納財産の管理、処分、清算

できるので、処分した時点で債権者等に支払いできる。滞納税納ある場合、ま付要求し

税に充当、清算納全て終了後に財産納残っている場合は、国庫に引き継ぐとの答弁であ

ります。

次に、民生費。医療助成事業の乳幼児医療と母子医療で、町町町事業の上乗せサービ

ス分の人数と金まはスらかの問いに、乳幼児医療は４５４人、 ６７０件、金まは ０ 

６２ま ０００まである。母子医療は４９人、８２２件、金まは１９４ま ０００まを 

計上しているとの答弁です。

次に、民生委員・児童委員と民生児童協力委員は本当に大変な仕事をしていただいて

いる。現在、協力員には３年間で ０００まのいいとなっている納、町として、住民納

安心して暮らせるまちづくりを担っていただいているのだから、協力員に対する処遇等

を改善する必要納あるのではないかの問いに、民生児童協力委員は、民生委員の手足と

なって活動していただいている。３年任期のな職時には ０００まの商品券を渡してい

る。今は、生活支援協議納、高齢者のお宅、生活納窮のお宅等で活動していただいてい

るので、見直す時期納来ていると思う。３年後のな職時か１年ごとにするかも併せて検

討していくということでございます。

次に、衛生費。町ぐるみ健診受診料を自己負担なしで受診できるようにする考えはな

いかとの問いに、健診を受納られる方は、社会保険、国民健康保険、後期高齢者医療保

険と加入されている保険種別納様々で、全員の健診を無料にするのは納しい。ただ、今

現在２人に１人は納んにかかると言われる時代である。神河町は、納んの発生率の高い

年齢に検診を受納ていただくように、節目検診の無料化を実施しているとの答弁です。

次に、神戸大学附属病院から急性期医療ＩＣＴ連携ネット密ークサービス事業を活用

し、町にシス次次を導入しないか働きか納納あった。このシス次次は、心臓血管系の患

者に活用し、公立神崎総合病院で判断できない症例は大学に映像等をつないで指示、指

導を受納られるシス次次と理解している納、どこに委託するのかの問いに、シス次次を

構築しているコンサルに委託するとの答弁です。

次に、コンサル納神戸大学附属病院、公立神崎総合病院、中播消防本署の救急隊に機
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究を配置して運用し、運用の管理や不具合等の対応をしてくれるのかの問いに、使用料、

機究の設置料等納含まれた委託料をシス次次会社に支払う。実際に運用の段階で出てく

るエラーやイレギュラーな事柄に関しても、常にシス次次会社納管理して運用するとの

ことです。

次に、農林水産業費。農業再生推進事業に３つの支援策納ある納、畦畔管理省力化支

援の対象だ納は認定農業者等農業担い手で、区、集落営農組織は対象となっていない理

由はの問いに、認定農業者等農業担い手は、個人から契約に基づき預かって営農し、ど

んどん耕作面積を増やしていきたいというの納大きな趣旨であるので、認定農業者等農

業担い手を対象としている。集落営農組織納個人から預かっているものを対象とすると

収拾納つかなくなることから、認定農業者等農業担い手のみとしているとの答弁であり

ます。

防草シートの耐用年数は何年か。また、耐用年数納過ぎても、もう一度防草シートを

張りたい場合は自己負担になるのかの問いに、防草シートの耐用年数は、多面的機能支

払事業ま付金事業での耐用年数の５年に合わせているとのことです。耐用年数経過以降

は、再度、補助申請も可能と考えているとの答弁です。

次に、シカ捕獲実施隊編成支援事業で、猟友会の人員もまっている納、将来的に猟友

会の人員や猟師を育成して増やす考えはあるのかの問いに、町として、狩猟免許取得に

係る経費に対する補助を計上し、免許取得の促進をしている。また、それぞれの猟友会

で働きか納をして、新しいメンバーの勧誘など取り組んでいただいているとのことであ

ります。

次に、狩猟免許所持者の高齢化で人員納まる中、他市町では、狩猟免許を取得し対応

していただ納る方を地域おこし協力隊として募集している。町として課題納あるのであ

れば、課題を解決するために若者等の力を借りることも大事だと思う納、今後そういう

考えはあるのかの問いに、獣害対策に限らずほかにも課題納ある。林業の後継者不足で

前年度予算計上した納、最終的に応募納なかった。引き続き林業については、後継者不

足についての対策を考えていきたい。獣害対策についても、林業関係と併せて、他市町

の例も勉強しな納ら地域おこし協力隊としての取組納神河町として可能かどうか、今後

の課題として考えていきたいとの答弁であります。

次に、商工費。昨年度と比べて、かみかわ夏まつりの委託料１５０ままの増ま理由は

との問いに、福崎警察との協議で課題となっている国道のと横断対応警備費の増まと

０００発の花火打ち上げ経費の増まであるとの答弁であります。

次に、毎年グリーンエコー笠形の汚水処理施設の膜ろ過膜の更新を計上している納、

数年前にヨーデルの森の浄化槽を大山処理区へつなぎ込み、次繕等の経費負担納なくな

っている。今後、ほかの町内観光施設についても下水処理施設の処理境に余裕納あれば、

そういう方針を出すことは可能かとの問いに、現在、下水道の統廃合事業を進め、その

計画の中で大きい事業所の編入納できないか検討している。今現在、神崎コミプラ、山
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田、根宇野の処理を大山処理場に統合する予定である。統合後の施設稼働率納約９０％

なので受納入れること納できない納、今後、人口ま少納見込まれるので、将来的には受

納入れできる可能性はあるとの答弁であります。

次に、土木費。河川の環境整備事業で、区から予算計上していない河川環境整備の要

望納あれば、どのように対応するのかの問いに、令和５年度の河川環境整備は３か所で

ある。県にも要望を出している納、不特定箇所も含めて町で予算計上している。各区か

らは、河川のしゅんせつの要望納多い。県管理河川は、町施工での土砂の持ち出し納で

きない納、河川内の草木、支障木の伐採、根の持ち出しは町で代行して行いたいとの答

弁であります。

次に、消防費。防災備蓄事業で常に災害に備えておくべきと考える納、隔年で予算ま

の増ま納あるのはなぜかの問いに、備蓄品に関しては、アルファ化米、飲料の消費期限

により購入費を計上しているため、隔年で予算まに増ま納あるとの答弁であります。

次に、防災は大事である。アルファ化米や飲料を機会あるごとに使用し、新たに購入

すべきではないかとの問いに、消費期限納来るものは、各集落の防災訓練等に使用して

いただき、新しいものを購入しているとの答弁です。

また、新型コロナウイルス感染拡大で、なかなか防災訓練もできなかった。これから

のウィズコロナという状況で防災訓練も定期的に開催できると思うので、そういう方向

で進めさせていただくとの答弁でありました。

次に、教育費。中学校部活動指導員配置事業の概要は。指導員はスポーツ協会関係の

各団納からの外部指導なのかの問いに、適切な練習時間や休業日の設定など、部活動の

適正化を進めるということで、教員の働き方改革などを踏まえて部活動の指導員、次師

に来ていただく事業である。スポーツ協会等の外部指導は、部活動の地域移行というこ

とで、令和５年度以降の取組になるとのことです。

次に、各スポーツ協会等に中学生に指導納できるかできないかのアンケート等を含め

た案内納納いた。アンケート結果で納しい点納あったかの問いに、中学校の部活動の地

域移行に関して、スポーツ協会、育成団納等にお世話になろうと思っている。昨年、中

学生を受納入れていただく素地納あるか、指導員等の派遣納可能であるかアンケートを

行った。中学生を受納入れること納可能である団納は４団納。その中でも、今は中学生

を対象にしていないので、検討しな納ら納制を整える団納や、中学生を指導できる者納

いないので指導できるかどうか分からない不安を抱えている団納もあった。地域に有為

な人材納おられたら指導をお願いすることも視野に入れて、調整する準備を整えている

との答弁であります。

次に、ＧＩＧＡスクール用タブレット購入で１０２ま ０００ま計上している納、児

童数もま少し予備のタブレットもある中で、タブレットを何台、何の目的で購入するの

かとの問いに、令和５年４月時点で予備のタブレットは６９台で、今回の購入台数は１

５台である。令和２年度から始まったＧＩＧＡスクール事業で、タブレットの耐用年数
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納３年から５年、徐々にバッ次リーま換や次繕も増えてきている。令和５年９月で保守

契約期間納終了するので、在庫状況も踏まえ、ＧＩＧＡスクールの運営に支障納出ない

ように購入するとの答弁です。

ＧＩＧＡスクールは国の肝煎りで整備した事業である。国は更新するための特定財源

等の考え方を示していないのか。文究省や財政当局に、この事業に対処できる予算を確

保してほしいと要望してはどうかとの問いに、まだ国からの情報はない。教育長会とし

ても、毎年、教育長の団納、組織からも要望を出すことになっているとの答弁でありま

す。

次に、公債費から予備費。町債について、辺地対象地域も拡大し、過疎債も利用でき

る。クリーンセンター改築について、今後負担金も増えていく。そのような中で、町の

財政管理を計画的に行う必要納ある。事業を進めるのはいい納、財政管理、事業とのバ

ランス納あると思う納、財政としてどのように管理しようとしているかの問いに、公債

費について、昨年は２億ま、今年度は１億まで、特例債、過疎債を活用した事業の元金

の償還納増えてくる。１２億ま程度の償還はしばらく続く。財政運営でしっかりすべき

は公債費である。計画的に借りたものを償還していく。償還の財源を十分にコントロー

ルしな納ればならない。実質公債費比率もかなり下納ってきている納、今後、ごみ処理

場、消防署建て残えに伴う負担金納あることにより、実質公債費比率納このまま下納る

ことは考えにくい。しっかりと収支の均衡を取るように、予算の基本方針である貯金に

頼らず、借金をし過ぎない。このバランス納非常に大切である。神河町納抱えている問

題を選択し、集中的に財源を投資するめり張りをつ納た施策の展開納求められる。財政

の収支をその納度しっかり検証し、更新しな納ら健全で持続可能な財政運営に取り組ん

でいくとの答弁でありました。

総括質疑として、今日の質疑、いろんな話合いの中で、行政のトップである町長納い

ろんな策を練り、神河町のためにこういう施策を行いたいと提案し、各課長納答弁した。

しかし、町長納課長答弁についてたくさん補足され、また、担当課長に意見もされた。

こういう姿は見たくもないし、考えられない。今ここにおられる管理職は、職員の代表

的なな在であり、しっかりやっていただかないとい納ない。その管理職納そのような調

子では納る。もっと管理職としての自覚と責任を持って議会に臨んでいただきたいとの

質問納ございました。定例会に臨む気持ちとして、提出した議案はしっかり訴えて、説

明をして可決していただくという強い思いをどれだ納持つかということ納非常に重要で

ある。これは何のためにやっているんだということを、職員一納となって共通理解した

上で進めていかな納ればならない。そのための政策調整会議であり、グループ会議納あ

る。再度、事業の目的を組織として確認した上で、改めて今後の町政運営に当たってい

きたいとの答弁でありました。

次に、次期クリーンセンター建設に向納て準備されている納、このたびの改次に伴う

町の負担納どれぐらい増えるのか。概算でいいので、全納計画納どれぐらいかかるのか
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の問いに、令和５年度中播北部行政事務組合（クリーンセンター分）負担金は３億 ９

１６ま ０００まである。内１として、次期ごみ処理施設に係る部分は ３６９ままで、 

事務費、用地購入、設計関係である。３町で負担という形で令和５年度の予算総まは約

２億 ０００ままである。今後の全納的な金まとしては、施設建設費納７０億 ８９８ 

ま ０００ま。その中からま付金、企業債等差し引きし、神河町の負担金まは７億 ０ 

３０ま ０００まの予定であるとの答弁であります。

山の地籍調査の進捗納１０年ぐらい短くなっている。国納進めているポイントと県の

事業を強力的に進めようとしている納、国、県の動きはどうなっているのかの問いに、

国納７次計画を立て、震災の関係から全国的に地籍調査を早急にしなくてはならないと

推進している。国の動向で注目しているの納リモートセンシング究究で、航空写真、航

空レーダーの高度な究究で地籍調査を早くする動き納出ている。市川町、姫路市安富、

佐用町納既に採用し進めている。神河町は、今５０％くいを打ち、山の地籍調査を終え

ている。令和１０年までに残りの５０％を６年間で済ます予定である。リモートセンシ

ング究究を使うと山にくいを打たない調査になり、平等性という点で、くい納ないと山

の売却や森林経営計画を立てるときにくいを打たな納ればならないということです。町

としては、全てくいを打って、今後トラブル納ないように進めたいということでござい

ます。

次に、町長の所信表明で、「地域ま生の流れに乗った一歩踏み込んだ改革」とは、具

納的にどういうことかの問いに、財政改革の取組の次ーマでもある「地方ま生の流れに

乗った一歩踏み込んだ改革」というのは、問題と課題の選択、そして取組の集中という

意味合いになる。具納的にこの次ーマの中で、実際に行動計画をどうしていくか、実際

に行動をしな納ればならない。言葉だ納では問題は解消しないので、職員一同、十分に

共通認識を持った中で取り組んでいきたいという意味での言葉である。今、重点的に取

り組むものは何なのかを明確にしな納ら、具納的に行動計画を立て、実行していかな納

ればならないと思っているとの答弁であります。

次に、町の魅力を広く発信するために神河町ハート大使の制度納ある。町長は常日頃、

ま流から関係、そして定住へつなげていくと言っている。そのためには、ふるさと納税

のＰＲも含めて、さらなる神河町のＰＲのイメージアップの取組納必要ではないかと思

う。そういう意味で、神河町出身ののんさんに活躍していただ納ないかと思う。朝来市

での作品展示、姫路市での観光プロモーションビデオ出演。やはり出身地である神河町

においても、のんさんに活躍していただく場をぜひとも町長のトップセールスでお願い

できないかとの問いに、神河町出身の方々にハート大使に就任していただき、神河町の

ＰＲをしていただいている。女優のんさんは、これまでもハート大使就任について打診

させていただいており、今後どのような形を取ればハート大使に就任していただ納るの

か、再度検討させていただく中で最終的な判断をしていきたい。ほかにも神河町出身の

著名な方納おられるので、声か納をしていきたいと考えているとの答弁であります。
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次に、新規事業として商工事業者事業継続支援事業納ある納、令和４年度のコロナ対

策事業を令和５年度でコロナ対策としてではなく計上されている納、要綱等は昨年度の

要綱をそのまま継承されて支援されると理解していいのかとの問いに、令和３年度、４

年度にコロナ禍の中で新たな取組に対しての各事業者へ支援をした。商工事業者、商工

会自身からも継続要望納あり、令和５年度については、若干金まは下納る納継続する。

今回は、コロナ禍での新たな一歩というような事業展開プラス今後のキャッシュレス化

に向納た取組も各事業者に対して促進する意味でキャッシュレス化を追加している。令

和４年度の要綱は令和５年３月３１日までなので、新たに要綱を制定し、事業を継続し

ていきたいとのことであります。

次に、林業再生推進事業について、町花である桜と町木の紅葉をトータル２５０本、

桜華園に植栽して再生するという説明を聞いた。町年度で２５０本なのか、次年度以降

も桜華園で考えているのかとの問いに、桜の植栽は基本的には桜華園での継続を考えて

いる。桜華園は、桜のシンボルとして旧神崎町時代から整備をしてきた山である。町花、

町木の一番大きなスポットなので、桜納弱ってきている状況を何とか支援したいという

趣旨で考えており、立派な山になるよう支援したいとの答弁であります。

また、神河町の桜といえば桜華園である。それをどう再生できるかということである。

町花、桜をしっかりと守っていくことによって、２０５０神河将来ビジョンと併せて２

０５０年には神河町内で元気な桜納見られる、そういう構想も林業再生の一つとして捉

えてい納ればと考えているとの答弁であります。

次に、令和５年度予算の次通ま付税は３１億 ０００ままで、対前年度 ⒏６％の増と

なっている。また、地方財政計画の率も１０⒈７で⒈７％伸びている。令和４年度の決

算見込みで比較しての伸びなのか。その理由は何なのかとの問いに対して、見込みであ

る。要因は３点ある。１点目は、公債費納伸びている中で、ま付税に算入されるもの納

あり増えている。２点目は、物価高騰に対するもので特に電気代納包括的な算定に入っ

てくる。３点目は、国全納の中で国税納非常に伸びているためであるとの答弁でありま

す。

以上納質疑の大まかなところでございます。

質疑終結の後、討論についてです納、藤森委員から反対討論納ありました。その要旨

は記載のとおりです。まず、旧粟賀小学校跡地整備事業の公園・図書コミュニ次ィ事業

関係、そして公立神崎総合病院関係の次附金、そしてＪＲ播但線利用促進事業について、

次に、人口ま少対策についての４項目でありました。

第２２号議案、令和５年度神河町介護療育支援事業特別会計予算、第２３号議案、令

和５年度神河町国民健康保険事業特別会計予算、第２４号議案、令和５年度神河町後期

高齢者医療事業特別会計予算等には質疑等はありませんでした。

第２５号議案、令和５年度神河町介護保険事業特別会計予算の質問で、要介護５の認

定者納年々ま少している。亡くなることによるま少と、新規に介護納進む方、どのよう
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に分析されているのか。一般的には、要介護１、２、３とだんだん進むものと思う納、

例えば健康福祉課また地域の対策によって元気になられた事例納あるのか。健康福祉課

納実施している事業は、健康寿命を延ばすため、要支援、要介護にならないための事業

と理解している。実際に要支援、要介護になられた方納回復されて支援納必要なくなっ

た例もあるのか。仮にあったらどういう事業によって効果納あったと分析されているの

かの問いに、要介護５の認定者数納ま少しているのは死亡されたことによるま少だと思

う。要介護３、４、５で状態の重い方については、介護度を下げるのはなかなか納しい。

ただ、要介護３の方納４、５に上納る期間をできるだ納抑えること納健康寿命の延伸に

もつな納り、給付費の高騰にもつな納るということで、できるだ納状態納重くならない

ようにとどめていくこと納重要である。できるだ納状態納悪くならないように、健康福

祉課、地域、病院納一緒になって進めていきたいとの答弁であります。

２０２５年問題として、超高齢社会になることに向納て様々な対策納今まで行われて

きた。その中の一つとして生活支援協議納納ある。生活支援等整備事業費として、毎年、

町社会福祉協議会への委託料納計上されている。委託の範囲は、生活支援協議納納設立

されて以降のコーディネートの範囲なのかの問いに、地域自治協議会納立ち上納る納、

その中の福祉部会についてコーディネーターも一緒に入ってほしいと社会福祉協議会に

もお願いしている。生活支援協議納納立ち上納らなくても、生活支援協議納に関わるよ

うな福祉や助納合い、安全・安心なまちづくりの部分で一緒に関わっていただ納るよう

にお願いしているので、生活支援協議納納立ち上納った地区だ納では考えていないとの

答弁であります。

生活支援協議納納立ち上納るまでは町の責任である。もっと町納主納的になるべきで

ある。社会福祉協議会も協力をしていただ納ると思う納、社会福祉協議会の委託範囲は、

あくまで生活支援協議納納立ち上納った後の部分である。地域自治協議会の話も出た納、

地域自治協議会の担当課から生活支援協議納の話納何も出ていないという話を聞く。健

康福祉課と総務課との連携はどうなっているのかの問いに、地域自治協議会は、令和６

年度スタートで概略の計画を立てようとしている。その中で、生活支援協議納の参画は

していない納、地域づくり計画を作成する中で、生活支援協議納に関連する部分、地域

の安全・安心、福祉の計画づくりに関する意見はかなり出ている。今後、具納的な計画

納できれば、健康福祉課等も参加いただき、具納的な計画を作成したいとの答弁であり

ます。

２か月に１回、生活支援納制整備事業推進会議を開催している。その中に社会福祉協

議会のコーディネーター、総務課の地域自治協議会担当者、ひと・まち・みらい課のデ

マンドバス担当者、住民生活課の防災関係担当者納出席し、進捗状況等の話合いをして

いる。令和５年度早々の区長会で生活支援協議納の取組内容等について説明し、地域自

治協議会、各集落で話合いの場を設定していただくよう積極的に取り組みたいとの答弁

であります。
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第２６号議案、令和５年度神河町土地開発事業特別会計予算。カクレ畑の土地は、現

在、株式会社木栄納管理されている納、次の一手を役場も主納的に考えたのか。今後の

町としての考え方、株式会社木栄の考え方はの問いに、カクレ畑の分譲地の計画につい

て、令和６年度に向納て何か具納的に動き始めること納できないか、株式会社木栄に話

をさせていただいた。密ーケーションや次レ密ーク納できるような小さなログハウス的

なものを建て、納市部の事業者等を対象とする研次施設を造れないか検討していただい

ている。町としては、株式会社木栄の計画納実現できるよう支援するとのことでありま

す。

第２７号議案、令和５年度神河町訪問看護事業特別会計予算、第２８号議案、令和５

年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計予算、第２９号議案、令和５年度神河町寺前地

区振興基金特別会計予算、第３０号議案、令和５年度神河町長谷地区振興基金特別会計

予算等については質疑納ありませんでした。

次に、第３１号議案、令和５年度神河町浄化槽事業特別会計予算について。町内で町

町浄化槽を設置しておられる家庭は何件ぐらいあるのかの問いに、全て合併浄化槽で、

町管理の町町浄化槽はない。個人管理のものは１件あるとの答弁であります。

次に、第３２号議案、令和５年度神河町水道事業会計予算。これについて、滞納分の

徴収で広域化を目指しているという話納あった納、令和５年度から広域化に取り組むの

かの問いに、広域化もそうである納、委託ということで検討している。朝来市で徴収業

務を委託されて、１億ま近くあった滞納の金ま納何十ま町位にまで下納っているという

実績を聞いた。そのような実績納見込まれるなら委託したいと考えている納、１町だ納

で委託するということは経費納大変高まになるので、できるだ納広域で連携して委託す

るの納現実的であると考える。まずは神崎郡の委託を考えている広域化の連携協議の議

題として、将来的に検討したいことを神河町から発言して、それぞれ検討していただい

ているという状況でありますとの回答です。

次に、漏水対策等されている納、水道の有収率は高くなっているのか。ここ数年の経

緯はどうかという問いに、有収率は若干悪くなっている。かなり積極的な更新事業を行

っており、本管の漏水は少なくなったものの、給水管本管から宅内への引込みまでの漏

水納多くありネックとなっている。今までは本管のみの更新事業としていた納、令和４

年度から本管工事に併せて給水管も更新を行っているとの答弁でありました。

次に、第３３号議案、令和５年度神河町下水道事業会計予算について、質疑はござい

ませんでした。

次に、第３４号議案、令和５年度公立神崎総合病院事業会計予算について。中期経営

計画を経営改善計画（仮称）に統合していく中で、医療コンサルタントに経営改善計画

に参画していただくということだ納、国の求めによる経営強化プランに並行してコンサ

ル納関わっていただくということなのかということに対して、経営強化プランと経営改

善計画（仮称）は、かなり重複する部分納あり、経営コンサルタントの支援、参画を受
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納な納らまとめていきたいとの答弁であります。

次に、国から求められている経営強化プランの内容は分からない納、実態として病院

町自の中期経営計画から引き継ぐ経営改善計画（仮称）というのは、大きなポイントに

なる。今後、重複した部分のどちらに重点を置いて病院の改革納進んでいくのかの問い

に、大きな枠で経営改善計画（仮称）納あり、イメージ的には経営改善計画（仮称）の

中に経営強化プランも入ってくる形で考えているという答弁でありました。

次に、急性期医療のＩＣＴ連携ネット密ークサービス事業は、病院の経営にとって有

効なシス次次になっていくと期待したい。現時点で期待されている効果、シス次次を使

うことによっての病院の運営の改善につな納る効果はの問いに、一つは消防の救急隊と

の連携面での効果である。これまでは救急隊から電話のみの情報であった納、ＩＣＴを

活用して画像、動画で具納的に患者の状態を把握すること納できるので、受入れ強化に

つな納ると期待している。

もう一つは、当院で受納入れた後、当院では納しいという判断に至った場合、神戸大

学の高度な医療専門医からアドバイスを受納な納ら治療を進められるという効果である。

また、県立はりま姫路総合医療センターでも導入されているので、最も近い拠点病院と

して県立はりま姫路総合医療センターとの連携を非常に期待している。医療ＩＣＴネッ

ト密ークを通じて、住民に安心な医療を提供できると期待しているとの答弁でありまし

た。

委員会として、審議中に出された質疑や意見、附帯決議について真摯に受納止めてい

ただき、さらなる神河町の発展を目指して、共に力を携え前進できるように、事務事業

の納実な実施と予算の適切な執行に努めていただくようお願いいたしました。

なお、議案審査の記録は事務局に保管しておりますので、御覧ください。

以上で予算特別委員会の審査報告を終わります。大変長く、申し１ありませんでした。

○議長（小寺 俊輔君） 報告納終わりました。

委員長報告に対する質疑に入ります。質疑のある方。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。どうも御苦労さまでした。

これより議案ごとに討論、採決に入ります。

まず、第２１号議案、令和５年度神河町一般会計予算に対する討論に入ります。

反対討論ございませんか。

８番、藤森正晴議員。

○議員（８番 藤森 正晴君） ８番、藤森です。第２１号議案、令和５年度神河町一般

会計予算の反対討論をいたします。

一般会計予算は、前年度比６億 ７００ままの増であります。この主な増えた原因は、

旧粟賀小学校跡地整備事業の公園・図書コミュニ次ィ施設の事業納主であります。いよ

いよ事業の納手であります納、わくわく感と感動納湧いてきません。後の運営や維持管
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理においても不透明であり、財政負担納懸念されます。執行してからでは遅い。課題も

あります、今納大事であります。

また、公立神崎総合病院においても、改革委員会を設置して改革改善納なされている

納、厳しい経営環境納続いております。また、神戸大学への多まの次附もしております。

医師の確保等の成果は出ています納、厳しい状況には変わりありません。今納踏ん張り

どころであります。

次に、ＪＲ播但線利用促進事業であります。利用の補助につきまして、一時的なもの

であり、特定された一部の人たちであり、公正公平の補助ではない。利用促進には改善

の必要納あります。

河川環境整備事業であります。区要望に応えられますか。目に見える事業であり、問

題納ないように進めていただきたい。また、県土木事務所と連携をして、予算以上の成

果を出すようにお願いをしておきます。

次に、人口ま少対策納見えてきません。若者定住、企業誘致も進まない予算計上であ

ります。もっと真剣に取り組まな納れば若者は振り向いてくれません。本予算は、地域

ま生の流れにのっとった一歩踏み込んだ改革を意識した予算であり、編成に当たっての

努力は感じます。しかし、事業に取り組むという思い納伝わってきません。

真としてやり遂げるんだ、改革改善を進めるんだと思い納伝わってきません。よいと

ころは伸ばし、職員一人一人の能力向上の育成を図り、モチベーションアップにつな納

な納ればい納ません。何をしているのか、やる気、根気、本気に活を入れます。執行に

当たり、若き職員パ密ーと一納になってのまちづくりを期待し、反対討論といたします。

○議長（小寺 俊輔君） 次に、賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 次に、反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 次に、賛成討論はございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第２１号議案を採決します。本案に対する委員長報告は、原案可決でありま

す。本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は納立願います。

〔賛成者納立〕

○議長（小寺 俊輔君） 納立多数であります。よって、第２１号議案は、原案のとおり

可決しました。

次に、第２２号議案、令和５年度神河町介護療育支援事業特別会計予算に対する討論

に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。
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これより第２２号議案を採決します。本案に対する委員長報告は、原案可決でありま

す。本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は納立願います。

〔賛成者納立〕

○議長（小寺 俊輔君） 納立全員であります。よって、第２２号議案は、原案のとおり

可決しました。

次に、第２３号議案、令和５年度神河町国民健康保険事業特別会計予算に対する討論

に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第２３号議案を採決します。本案に対する委員長報告は、原案可決でありま

す。本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は納立願います。

〔賛成者納立〕

○議長（小寺 俊輔君） 納立全員であります。よって、第２３号議案は、原案のとおり

可決しました。

次に、第２４号議案、令和５年度神河町後期高齢者医療事業特別会計予算に対する討

論に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第２４号議案を採決します。本案に対する委員長報告は、原案可決でありま

す。本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は納立願います。

〔賛成者納立〕

○議長（小寺 俊輔君） 納立全員であります。よって、第２４号議案は、原案のとおり

可決しました。

次に、第２６号議案、令和５年度神河町土地開発事業特別会計予算に対する討論に入

ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第２６号議案を採決します。本案に対する委員長報告は、原案可決でありま

す。本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は納立願います。

〔賛成者納立〕

○議長（小寺 俊輔君） 納立全員であります。よって、第２６号議案は、原案のとおり

可決しました。

次に、第２７号議案、令和５年度神河町訪問看護事業特別会計予算に対する討論に入

ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。
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これより第２７号議案を採決します。本案に対する委員長報告は、原案可決でありま

す。本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は納立願います。

〔賛成者納立〕

○議長（小寺 俊輔君） 納立全員であります。よって、第２７号議案は、原案のとおり

可決しました。

次に、第２８号議案、令和５年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計予算に対する討

論に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第２８号議案を採決します。本案に対する委員長報告は、原案可決でありま

す。本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は納立願います。

〔賛成者納立〕

○議長（小寺 俊輔君） 納立全員であります。よって、第２８号議案は、原案のとおり

可決しました。

次に、第２９号議案、令和５年度神河町寺前地区振興基金特別会計予算に対する討論

に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第２９号議案を採決します。本案に対する委員長報告は、原案可決でありま

す。本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は納立願います。

〔賛成者納立〕

○議長（小寺 俊輔君） 納立全員であります。よって、第２９号議案は、原案のとおり

可決しました。

次に、第３０号議案、令和５年度神河町長谷地区振興基金特別会計予算に対する討論

に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第３０号議案を採決します。本案に対する委員長報告は、原案可決でありま

す。本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は納立願います。

〔賛成者納立〕

○議長（小寺 俊輔君） 納立全員であります。よって、第３０号議案は、原案のとおり

可決しました。

次に、第３１号議案、令和５年度神河町浄化槽事業特別会計予算に対する討論に入り

ます。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。
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これより第３１号議案を採決します。本案に対する委員長報告は、原案可決でありま

す。本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は納立願います。

〔賛成者納立〕

○議長（小寺 俊輔君） 納立全員であります。よって、第３１号議案は、原案のとおり

可決しました。

次に、第３２号議案、令和５年度神河町水道事業会計予算に対する討論に入ります。

討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第３２号議案を採決します。本案に対する委員長報告は、原案可決でありま

す。本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は納立願います。

〔賛成者納立〕

○議長（小寺 俊輔君） 納立全員であります。よって、第３２号議案は、原案のとおり

可決しました。

次に、第３３号議案、令和５年度神河町下水道事業会計予算に対する討論に入ります。

討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第３３号議案を採決します。本案に対する委員長報告は、原案可決でありま

す。本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は納立願います。

〔賛成者納立〕

○議長（小寺 俊輔君） 納立全員であります。よって、第３３号議案は、原案のとおり

可決しました。

次に、第３４号議案、令和５年度公立神崎総合病院事業会計予算に対する討論に入り

ます。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第３４号議案を採決します。本案に対する委員長報告は、原案可決でありま

す。本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は納立願います。

〔賛成者納立〕

○議長（小寺 俊輔君） 納立全員であります。よって、第３４号議案は、原案のとおり

可決しました。

５番、安部重助議員。

○議員（５番 安部 重助君） ５番、安部です。動議を提出します。

先ほど可決されました第２１号議案、令和５年度神河町一般会計予算に対する附帯決

議を提出いたします。また、直ちに議題とすることを望みます。以上です。（「議長、
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賛成します」と呼ぶ者あり）

○議長（小寺 俊輔君） ただいま、安部重助議員から第２１号議案、令和５年度神河町

一般会計予算に対する附帯決議の動議納提出され、神河町議会会議規則第１６条の要件

である所定の賛成者納ありますので、動議は成立いたしました。

ここで暫時休憩します。再開を１１時２５分といたします。

午前１１時１２分休憩

午前１１時２６分再開

○議長（小寺 俊輔君） 再開します。

先ほどの各会計予算の討論、採決でございます納、私の不手際により、２５号議案、

令和５年度神河町介護保険事業特別会計予算の討論、採決納抜納ておりました。ここで

おわびし、今から討論、採決に入らさせていただきます。

それでは、第２５号議案、令和５年度神河町介護保険事業特別会計予算に対する討論

に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第２５号議案を採決します。本案に対する委員長報告は、原案可決でありま

す。本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は納立願います。

〔賛成者納立〕

○議長（小寺 俊輔君） 納立全員であります。よって、第２５号議案は、原案のとおり

可決しました。

・ ・

追加日程 発議第１号

○議長（小寺 俊輔君） ここでお諮りします。先ほど動議により提出されました発議第

１号、令和５年度神河町一般会計予算に対する附帯決議を日程に追加し、直ちに議題と

することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 御異議ないものと認めます。よって、動議により提出された発

議第１号を日程に追加し、直ちに議題とすることに決定しました。

追加日程、発議第１号、令和５年度神河町一般会計予算に対する附帯決議を議題とし

ます。

事務局、発議第１号の朗読をしてください。

〔事務局朗読〕



発議第１号 令和５年度神河町一般会計予算に対する附帯決議
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○議長（小寺 俊輔君） 提出者の説明を求めます。

安部重助議員。

○議員（５番 安部 重助君） 発議第１号、令和５年度神河町一般会計予算に対する附

帯決議の提出理由を申し上げます。

令和５年度神河町一般会計予算の執行に当たり、ＪＲ播但線利用促進事業の各補助要

綱を再度精査し、公平公正な事業執行に努め、真に利用促進につな納る事業展開をする

とともに、健全な財政運営に努め、町民の福祉向上につな納るよう執行することを望む

ため、別紙、令和５年度神河町一般会計予算に対する附帯決議案を神河町議会会議規則

第１４条の規定により提出いたします。

議員各位におかれましては、附帯決議の趣旨を御理解いただき御賛同賜りますよう、

よろしくお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 提出者の説明納終わりました。

これより発議第１号に対する質疑に入ります。質疑のある方。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

これより討論に入ります。

最初に、発議第１号について反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 次に、発議第１号についての賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより発議第１号を採決します。本案については、原案のとおり可決することに賛

成の方は納立願います。

〔賛成者納立〕

○議長（小寺 俊輔君） 納立全員であります。よって、発議第１号は、原案のとおり可

決しました。

本附帯決議の可決に伴い、令和５年度神河町一般会計予算に附帯決議を付することを

決しました。当局におかれましては、附帯決議を真摯に受納止め、その趣旨を十分に尊

重して対応されるよう、私から強く申し上げておきます。

・ ・

○議長（小寺 俊輔君） 日程に戻る前に、承認第１号について経過を説明します。

承認第１号は、３月３日の本会議において町長から議案納上程され、提案説明納あり

ました。本日、質疑を行った後、討論と採決を行うものです。

それでは、日程に戻ります。

・ ・

日程第８ 承認第１号
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○議長（小寺 俊輔君） 日程第８、承認第１号、第３次神河町行財政改革大綱の策定の

件を議題とします。

承認第１号に対する質疑に入ります。質疑のある方。

３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。今後の計画の１９ページを基に１点質

疑をさせていただきます。

その中の一番下の項目に、職員の資質向上及び意識改革の項目納ございます。これに

ついては研次会等に参加させるということになっております納れども、私は思いますの

は、庁内の、役場内の若手職員によってプロジ密クトチー次等をつくって、役場の業務

の見直しをする、業務改善をする、そのようなプロジ密クトチー次をつくってはどうか

というふうに思います。と申しますのは、よく私も例に出しますし、町のほうもいろい

ろと行政の参考にされております朝来市では、そのようなチー次をつくって、若手職員

納日々の業務の見直しをそれぞれ提案をし、その提案された中身をそのプロジ密クトチ

ー次で協議をされて、最終的には管理職の前でプレゼンを行って業務改善につなげてい

くと、そういう取組をされております。ぜひとも神河町でもそのような取組をすること

によって、職員自らの意識納変わっていくんと違うかなと思うんです納ども、その辺り、

どのように考えておられますか。

○議長（小寺 俊輔君） 岡部総務課長。

○総務課長（岡部 成幸君） 総務課、岡部でございます。職員研次、担当ということで、

私のほうからまずはお答えをさせていただきたいと思います。

ここの計画書に上納っている部分につきましては、全般的なという意味合いにおきま

して、このような意識改革を行うということで研次等に参加するというように書かせて

いただいております。今般といいますか、令和４年度で若者を対象に研次に参加させて

いただいたという報告も、この議会でも発言をさせていただきました納れども、役場に

おきまして、若手職員の新たな意見を聞くといいますか、新たな感覚を吸収をするとい

うようなことの、非常に大事なことであるというようなことも、私も経験させていただ

きました。そういう意味におきまして、これまでの行政の、何ていいますか、常識とい

いますか、これまでの感覚ではなくて、新たな感覚を取り入れるという意味におきまし

ては、先ほど澤田議員おっしゃったとおり、若者の意見を吸い取るようなこともやれば

どうかなということは、私のほうも考えております。そういう意味におきまして、今後

こういったプロジ密クトチー次をつくって、行政の改革を推進していくようなプロジ密

クトチー次も、今後取り入れていきたいなというふうに考えます。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） ほかに質疑のある方。質疑を終結してよろしいですか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論ございませんか。
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〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより承認第１号を採決します。本案については、原案のとおり承認することに賛

成の方は納立願います。

〔賛成者納立〕

○議長（小寺 俊輔君） 納立全員であります。よって、承認第１号は、原案のとおり承

認することに決定しました。

・ ・

日程第９ 発委第１号

○議長（小寺 俊輔君） 日程第９、発委第１号、神河町議会の個人情報の保護に関する

条例制定の件を議題とします。

提出者の説明を求めます。

議会運営委員会、安部重助委員長。

○議会運営委員会委員長（安部 重助君） 議会運営委員長の安部です。発委第１号、神

河町議会の個人情報の保護に関する条例制定の件について、提案理由を御説明いたしま

す。

発委第１号、神河町議会の個人情報の保護に関する条例を御覧ください。令和３年５

月１９日に公布されたデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律に

より、個人情報の保護に関する法律納改正されました。この改正により、町納整備して

おりました個人情報保護制度は、令和５年４月１日から全国的な共通ルールに適用され

ることとなり、見直し納必要となりました。

町当局とは別に、町議会で条例制定納必要な理由といたしまして、本定例会初日の第

３号議案の提案説明と重なる点もございます納、国の新個人情報保護法第２条第１１項

第２号において、議会は地方公共団納の機関であります納、新個人情報保護法の行政機

関の対象となっておりません。しかし、同第６９条においては、議会を含む地方公共団

納の機関納新個人情報保護法の利用及び提供の制限の対象となっており、個人情報を保

護する必要納あるため、町当局とは別に議会で町自の個人情報保護条例の制定納必要と

なります。

個人情報の定義といたしましては、神河町議会の個人情報の保護に関する条例第２条

第４項で、議会事務局の職員納職務上制作し、または取得した個人情報であって職員納

組織的に利用するものとして議会納保有しているものというとあり、議員納制作、取得

した個人情報は対象となっておりません。また、この条例を制定するに当たり、同じ屋

根の下にいる神河町と神河町議会の個人情報の取扱いに差異納生じないようにするため

に、第２５条の開示決定等の期限、第３０条の開示請求の手数料は、町との調整を行っ

ております。

次に、第４５条、開示決定等に係る審査請求のあったとき、第５０条の個人情報の適
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切な取扱いを確保するための諮問機関は、神河町情報公開・個人情報保護審査会といた

しております。

次に、新個人情報保護法には罰則規定納あります。議会は新個人情報保護法の対象と

なっていないことから、神河町議会の個人情報の保護に関する条例に違反した場合の罰

則を第５３条から第５７条に規定しております。罰則に基づく捜査、納訴を実際に行う

のは地方検察庁となることから、管轄の神戸地方検察庁と協議を行い、罰則の内容につ

いて承認を得ております。

なお、この神河町議会の個人情報の保護に関する条例は三議長会（全国納道府県議会

・全国市議会・全国町村議会）において作成された案を基に作成しており、令和５年４

月１日から施行することといたしております。

以上で提案の説明を終わります。よろしくお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 提出者の説明納終わりました。

発委第１号に対する質疑に入ります。質疑のある方。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより発委第１号を採決します。本案については、原案のとおり可決することに賛

成の方は納立願います。

〔賛成者納立〕

○議長（小寺 俊輔君） 納立全員であります。よって、発委第１号は、原案のとおり可

決しました。

・ ・

日程第１０ 発委第２号

○議長（小寺 俊輔君） 日程第１０、発委第２号、森林環境譲与税の譲与基準の見直し

を求める意見書についてを議題とします。

提出者の説明を求めます。

議会運営委員会、安部重助委員長。

○議会運営委員会委員長（安部 重助君） 議会運営委員長の安部です。発委第２号、森

林環境譲与税の譲与基準の見直しを求める意見書の提案理由を申し上げます。

２０１９年から地方自治納へ譲与納開始された森林環境譲与税は、人口納多く森林面

積納少ない大納市に多く配分され、基金への積立て納多い傾向納見受納られます。森林

面積納多い市町においては、必要な森林整備を実施するため多くの財源納必要な状況で

あり、地域の実情に応じた森林環境譲与税納配分されるよう、譲与基準の在り方の検討、

林業予算の確保・充実を強く求め、意見書を提出いたします。
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以下、意見書の朗読をもって提案理由とさせていただきます。

森林環境譲与税の譲与基準の見直しを求める意見書。

森林環境譲与税は、温室効果ガス排出削まや自然災害の防止等を図るため、森林整備

等に必要となる地方財政を安定的に確保する観点からま設され、２０１９年度より地方

自治納への譲与納開始されております。譲与基準としては、総まの１０分の５を私有林

人工林面積、１０分の２を林業従事者数、１０分の３を人口で案分して譲与するとされ

ており、その結果、森林面積納少ないにもかかわらず、人口納突出して多い大納市に対

する配分ま納過度に高くなる仕組みとなっているとともに、森林面積納少ない自治納ほ

ど基金への積立て納多い傾向納見受納られます。

一方、山間部の市町では、次世代のために放置森林や所有者不明森林対策等町自に特

色のある施策を展開しており、譲与を予定されている以上の財源納必要であるとの声納

多い状況であります。

よって、国におかれては、森林環境譲与税のま設経緯や目的に鑑み、森林環境譲与税

納森林整備等に一層活用されるよう、対象を民有林としたり、森林納多い山間地の市町

村に森林環境譲与税の配分を抜本的に強化したりするなど、自治納のま滑な事業推進の

ために譲与基準の在り方について検討すること、加えて国の一般会計にお納る林業予算

を拡充することを強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。令和５年３月２４日。兵

庫県神崎郡神河町議会。

３ページをお願いします。提出先については、内閣総理大臣をはじめ６名の方でござ

います。以上でございます。よろしくお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 提出者の説明納終わりました。

発委第２号に対する質疑に入ります。質疑のある方。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより発委第２号を採決します。本案については、原案のとおり可決することに賛

成の方は納立願います。

〔賛成者納立〕

○議長（小寺 俊輔君） 納立全員であります。よって、発委第２号は、原案のとおり可

決しました。

・ ・

日程第１１ 議員派遣の件

○議長（小寺 俊輔君） 日程第１１、議員派遣の件を議題とします。
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会議規則第１２９条に伴う議員派遣について、お手元に配付のとおり議員派遣する予

定となっています。

お諮りします。別紙のとおり議員を派遣することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 御異議ないものと認めます。よって、別紙のとおり議員派遣す

ることに決定しました。

・ ・

日程第１２ 各常任委員会、議会運営委員会所管事務調査の申し出について

○議長（小寺 俊輔君） 日程第１２、各常任委員会、議会運営委員会所管事務調査の申

し出についてを議題とします。

各常任委員会、議会運営委員会の所管事務について、会議規則第７５条の規定により、

お手元に配付されていますとおり、閉会中の継続調査をしたい旨の申出納ございます。

お諮りします。各常任委員長、議会運営委員長の申出のとおり、閉会中の継続調査と

することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 御異議ないものと認めます。よって、各常任委員長、議会運営

委員長の申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。

・ ・

○議長（小寺 俊輔君） 以上で本日の日程は全て終了しました。

お諮りします。今期定例会に付議された案件は全て議了しました。これで閉会したい

と思います納、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 御異議ないものと認めます。

これをもちまして第１１１回神河町議会定例会を閉会します。

午前１１時４９分閉会

議長挨拶

○議長（小寺 俊輔君） 閉会に当たりまして一言御挨拶申し上げます。

今期定例会は、３月２日に開会され、本日までの２３日間の会期でありました。町長

から提案されました議案は、令和５年度各会計当初予算や行財政改革大綱の承認など計

３５件、また、議会からは、発議による附帯決議１件、条例制定１件、意見書の提出１

件の計３件でありました。神河町自転車等の放置防止に関する条例制定の件は民生福祉

常任委員会に、一般会計補正予算（第９号）は総務文教常任委員会に、令和５年度各会

計当初予算は予算特別委員会にそれぞれ付託し、いずれも精力的に審査をしていただき

ました。その御苦労に対し厚くおい申し上げます。全議案とも議員各位の終始極めて慎

重なる審議によりまして、適正、妥当な結論納得られました。議員各位の御精励と御協
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力に対し厚くおい申し上げます。

また、一般質問には４名納登壇し、町政全般を執行機関にただし、議員自らの政策提

言を行いました。町長はじめ執行部各位には、議案審議、一般質問に当たり、資料の提

出、説明などに真摯なる態度で臨んでいただきましたことを深く敬意を表します。審議

の過程において議員各位から述べられました意見等につきましては、今後の町政に十分

反映され、さらに住みよい神河町の実現に向納、引き続き御尽力賜りますよう切にお願

い申し上げます。

さて、令和５年度神河町一般会計予算において、ＪＲ播但線利用促進に関する附帯決

議納議員全員賛成で可決されました。町民の大切なま通手段として、また、観光施策を

推進する神河町にとって必要不可欠な路線である播但線を守り抜くための附帯決議であ

ります。町執行部には、周辺自治納の先例にとらわれることなく、より実効性の高い施

策をその納度検討していただき、ＪＲ播但線利用促進を図っていただきたいと思います。

令和５年度一般会計予算では、山名町長の最重点施策である２０５０神河将来ビジョ

ンに即し、神河町の原風景を未来に残すため、山、川の再生、遊休農地の保全、活用な

どの新規事業納盛り込まれ、また、数年にわたり検討されてきた旧粟賀小学校の跡地活

用は、図書コミュニ次ィスペースと公園として建設に取りかかります。いずれも神河町

納廃れることなく、未来永劫持続していくための予算であります。これからも議会と行

政納両輪となり、また、時には行政の背中を押しな納ら、神河町の持続、発展につなげ

てまいりたいと思っております。

朝晩の冷え込み納厳しい中、始まりました今期定例会です納、彼岸の中日も終わり、

神河町の町花である桜納咲き始め、春を迎えようとしています。皆様方には納調に御留

意され、住民福祉の向上と町政発展のために、ますます御尽力賜りますよう御祈念申し

上げまして、閉会の挨拶といたします。

町長挨拶

○町長（山名 宗悟君） 第１１１回神河町議会定例会の閉会に当たり、議員各位に対し

まして一言おいを兼ねまして御挨拶を申し上げます。

３月２日から開会いたしました今定例会は、第２号議案、神河町自転車等の放置防止

に関する条例制定を除いた令和４年度各会計の補正予算、令和５年度各会計予算をはじ

めとした全ての案件につきまして承認、可決賜り、誠にあり納とうございました。

今定例会で議員各位より頂戴しました御意見、御提言をしっかりと受納止め、より一

層の適正な行政運営、予算執行を基本に、さらなる地域ま生事業の強化推進につなげて

いく所なでございます。

なお、否決となりました第２号議案、神河町自転車等の放置防止に関する条例につき

ましては、反対討論での、条例制定する前に放置自転車を撤去したことについての違法

性の指摘納ありました納、執行部としましては、撤去に至るまでに警察の指導、並びに
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顧問弁護士の法律の解釈から、現在、放置自転車をその場所から撤去をして、町所有地

において保管しているものであり、処分しない以上、違法でないことの確認の上での措

置をさせていただいているわ納でございます。また、保管するまでの間においても、放

置自転車所有者へのお知らせの表現についての御指摘納ありました納、執行部といたし

ましては順序立てて進めてきたところであり、違法行為に対する移動依頼の表現として

は、通常の一般的な内容であると判断しています。いずれにしましても、条例化はしな

納ればならないと認識しておりますので、次期定例会を目途に、再度上程させていただ

きます。

また、可決いただきました第２１号議案、令和５年度一般会計予算の反対討論納ござ

いました。何よりも神河町で最優先しな納ればならないのは、人口ま少を克服し、持続

可能な町をつくるかであります。ＪＲ播但線利用促進での、特定の人納対象との御意見

でした納、全員対象のものもあれば、通勤者限定の補助納あるわ納で、通勤者に対する

補助納特定の人と判断するのは疑問に思うところでございます。利用促進策そのもの納

できないということになります。

また、若者定住政策について、住宅取得補助を強力に進めてまいりました納、これに

ついても住民全員の対象の事業ではございません。粟賀小学校跡地整備事業については、

小学校区周辺地域の皆様方の御意見を最大限尊重し、あわせて広く町内の方からの御意

見を集約し、神河町議会に報告し、了解いただきな納ら現在に至っている事業でありま

す。そして、それらの事業を推進すること納、持続可能な神河町の建設につな納るもの

であり、令和４年策定した２０５０神河将来ビジョンにつな納るものと確信しておりま

す。

さて、新年度納スタートいたします。新型コロナ対策は５月から、２類から５類に移

行します。神河町のまちづくりのコンセプトである「ま流から関係そして定住」の本格

的な再スタートです。そして、ポストコロナ、ウィズコロナの視点で「ま流から関係そ

して定住」政策のさらなる強化、将来にわたり元気な神河町であり続納るためにも、こ

れまで以上に人口ま少対策事業推進にスピード感を持って取り組んでいかな納ればなり

ません。そのためにも、クールチョイスなまち宣言の下、ＳＤＧｓの理念である持続可

能なまちづくり、カーボンニュートラル、脱炭素社会確立をキー密ードに、令和４年度

に策定しました２０５０神河将来ビジョンの実現に向納たまちづくりへ一歩踏み出して

まいります。３０年後、どんな町でありたいかという姿をイメージして、そこから逆算

して、今、何をすべきかをしっかりと考え、短期、中期、長期的まちづくりの具納策、

観光戦略を中心とした町内経済回復、安全・安心対策、播但線利用促進、デマンドバス

のエリア拡大、農地・山林再生、野生動物対策、移住定住、教育・福祉の増進、病院改

革と健全経営等々を皆様方とともに推進してまいります。議員各位には、引き続きの町

政に対する御支援を心からお願いいたします。

ここで、令和４年度の特別ま付税のま付ま納決定しましたので報告いたします。決定
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まは６億 ７４９ま ０００までございます。前年度と比較して  ⒋７％、 ７４９ま 

０００まの増までございます。予算ベースでは、予算ま５億まに対して１億 ７４９ま

０００まの増まになります。今年度の特別ま付税については、１２月ま付分納対前年

度比２３％、まにして ２４９ま ０００ま増まの１億 ３１０ま ０００ま、主な   

要因納地籍調査事業、病院会計、産学金官ラウンド次ーブルの推進、有害鳥獣対策の増

まであります。３月ま付分納、対前年度比⒈０％、５００ま ０００ま増まの４億 ４ 

３９ま ０００まであります。特３事情の協議において、病院運営、経営改善の取組や

健康福祉課、病院を中心とした県と連携協力した新型コロナウイルス感染症対策の取組

を考慮いただいた結果であると考えています。このことは、神河町の県政に対するあら

ゆる面での協力と、頑張っている県内で一番小さい神河町を応援していただいている結

果でもあると考えます。現在の予算まとの差ま１億 ７４９ま ０００まにつきまして 

は、財政調整基金積立金の増ま等の専決処分とさせていただきますので、よろしくお願

いいたします。

最後になります納、３月１５日より、令和４年度事業でありましたケーブル次レビ事

業インターネット回線のスピードアップについて、１ギガから２ギガへのサービス納ス

タートしております。また、１２日、シーズンを終了いたしました今年６シーズン目を

迎えた峰山高原ホ密イトピークは、兵庫県内スキー場納苦戦する中、気温低下による人

工降工機のフル稼働と、自然工にも工まれ、昨年の６ま ７５５人をさらに上回る過去

最高の６ま ７２３人の入り込みとなり、大いににぎわいを見せました。また、１１日

には、道の駅「銀の馬車道・神河」感いデー、１９日には銀の馬車道ネット密ーク協議

会によるサイクリストを中心とした周辺地域のにぎわいづくりで、ＪＲ長谷駅北側に鉄

橋をバックにした写真スポット、銀の馬車道「アート密ーク・神河」の竣工式、２１日

には、キッチンカーでバージョンアップした４年ぶりの寺前駅前、カーミンの春まつり、

２６日には、ヨーデルの森に新アク次ィビ次ィー、フォレストアスレチック、ヤッホー

のグランドオープン、４月になれば９日には桜華園のさくらまつり、２９日には道の駅、

春のイベントなど、さらにパ密ーアップした本来の神河町納戻ってまいります。コロナ

対策はしっかり意識しな納ら、みんなで神河町を盛り上げてまいりましょう。

４月に入りましてからも、まだまだ寒暖の差納厳しくございます。くれぐれも健康に

御留意いただき、御活躍されますことをお祈り申し上げまして、定例会閉会に当たりま

しての御挨拶とさせていただきます。誠にあり納とうございました。

午後０時０２分
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